
本検討会の⽬的と進め⽅
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事務局



１．設置趣旨と⽬的
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本検討会の背景

 カーボンニュートラルを実現するためには、個々の企業の取組のみならず、サプライチェー
ン全体での温室効果ガスの排出削減を進めていく必要があるが、そのためには、脱炭
素・低炭素製品（グリーン製品）が選択されるような市場を創り出していく必要があり、
その基盤として製品単位の排出量（カーボンフットプリント︔CFP）を⾒える化する仕
組みが不可⽋。

 企業が⾦融市場等の様々なステイクホルダーから求められているサプライチェーン全体に
おける排出量の⾒える化に対応するため、製品のCFPを求める動きが広がりつつある。

 炭素国境調整措置（CBAM）、EUバッテリー規制等やFirst Movers Coalition
（FMC)のようなグローバル企業によるグリーン製品の調達⾏動など、CFPに着⽬した国
際イニシアチブが動き出しており、我が国産業の国際競争⼒の維持・強化のためにも、
CFPの⾒える化・削減を促す必要がある。



これまでの議論・経緯

昨年８⽉にとりまとめた「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的⼿法等
のあり⽅に関する研究会」中間整理においても、今後、IT技術等も活⽤したCFPの基盤
整備については、既存の取組を踏まえながら、専⾨的な議論を進めることとしている。

 また、今年５⽉にとりまとめた「クリーンエネルギー戦略 中間整理」においても、製品排出
量等の表⽰ルールの策定などによりグリーン製品が選定されるような市場を創出してい
くとともに、サプライチェーン全体で⾒える化・削減を⾏うことで、製品の競争⼒強化、サ
プライチェーンの強靱化を図るような取組を後押ししていくこととしている。
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【参考】「カーボンフットプリント」の検討の⽅向性①

（出所）「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的⼿法等のあり⽅に関する研究会 中間整理（概要）」より抜粋し、⼀部加⼯

世界の脱炭素マネーを呼び込む
ためのグリーン国際⾦融センター機能

省エネ等の削減ポテンシャルの掘り起こし（中⼩企業・業務部⾨等）
植林、森林保
全

CCS,DAC等新技術
その他排出削減・吸収系の取組等

削減が得意な企業による削減（⾃主的取引）

J‐クレジット

JCM

ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰｸﾚｼﾞｯﾄ

(S+3Eを踏まえた)
エネルギーの脱炭素化促進

世界のCNに貢献する財を
提供する産業の競争⼒強化

クレジット購⼊

CN貢献財を評価する
国内マーケット

トランジションとイノベーションのた
めの投資促進と排出削減の両⽴
・【業界単位】⾃主的かつ幅広い産業で
ボトムアップ型で投資と排出削減を促
進（→経団連「CN⾏動計画」）

・【CNトップリーグ（仮称）】
【企業単位】野⼼的かつ先駆的な企業
群が、ESG資⾦を集め、投資と排出削
減を進めるための経済的⼿法を活⽤し
た枠組み

⾮化⽯電源⽐率の向上
・⾼度化法に基づく、⼩売電
気事業者のクレジット取引

（→⾼度化法義務達成市場の
⾒直し）

公共市場
・公共部⾨における率先垂範
（CFP表⽰や、ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ等
の取組を評価等）

⽕⼒内での低炭素移⾏等
・⾮効率⽯炭フェードアウト
・⽔素・アンモニア混焼等の適切
な評価

2050CN時代における⽇本の産業、⾦融、エネルギー、消費市場のあるべき⽅向性

国境調整措置
「基本的考え
⽅」を踏まえ、
戦略的に対応

海外市場
を先取り

電気/
燃料

財/ｻｰﾋﾞｽ

＜削減価値の由来（例）＞

⾮化⽯証書（再ｴﾈ価値取引市場）

⺠間市場
・CO2の⾒える化促進（CFP表⽰
促進）

・将来的には最終消費ベースで
のプライシングも視野

波及

＜エネルギー転換部⾨＞ ＜産業部⾨等＞ ＜消費部⾨＞

＜⾦融部⾨＞

グリーン/トランジション/ソー
シャル・ボンド市場等

カーボン・クレジット市場
（炭素削減価値取引市場）

国内外で
クレジット創出

ESG
資⾦

②CNの定義や、クレジットの位置づけの明確化①CFP/LCAの計算⼿法、基盤となるDB等の整備基盤

経済連携
・WTO/EPA等（環
境物品交渉
等）

拡
⼤
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【参考】「カーボンフットプリント」の検討の⽅向性②

（出所） 「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的⼿法等のあり⽅に関する研究会 中間整理（概要）」より抜粋し、⼀部加⼯

IT技術等も活⽤したカーボンフットプリント（CFP）の基盤整備
◆炭素含有量（CFP）のトラッキングが出来れば、企業や消費者が、低炭素な財を選択で

きる可能性が⾼まる。また、炭素国境調整措置においても、製品に含まれる炭素の計測が
求められる。

◆特に、EUが進める炭素国境調整措置は、欧州委員会が2021年７⽉14⽇に、鉄鋼・ア
ルミ・セメント等、CO2多排出産業の特定産品を対象とする制度案を公表。また、EUは
CFPを踏まえたバッテリーの表⽰義務や規制についても検討。こうした外国の動きも⾒据えつ
つ、国際競争⼒を⾼める観点から、特定製品のLCA/CFPの分析を進めることも必要。

◆今後、IT技術等も活⽤したカーボンフットプリントの基盤整備については、専⾨的な議論
を進める。

◆特に、例えば、蓄電池のライフサイクルでのCO2排出の⾒える化については、2021年度を
⽬途に、制度的枠組みを含めその在り⽅を検討するとともに、その実施⽅法についても、早
急に具体化を進める。
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【参考】第8回研究会における検討の進め⽅の整理

（出所） 「第8回世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的⼿法等のあり⽅に関する研究会 資料2」より抜粋し、⼀部加⼯



【参考】「クリーンエネルギー戦略 中間整理」における位置づけ

7（出所） 「産業構造審議会 産業技術環境分科会 グリーントランスフォーメーション推進⼩委員会／総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会/2050年カーボン
ニュートラルを⾒据えた次世代エネルギー需給構造検討⼩委員会合同会合 中間整理」より抜粋



CFPを巡る課題

（注釈）1. World Business Council for Sustainable Development（持続可能な開発のための世界経済⼈会議）。200を超える企業のCEOが集まり、持続可能な
未来の実現を⽬指して経済、環境、社会に関する調査・提⾔活動を⾏う組織。 2. Green×Digitalコンソーシアム︓環境関連分野のデジタル化や新たなビジネスモデルの創出等
に係る取り組みを通じて、2050年CNの実現に寄与する。（⼀社）グリーンCPS協議会︓プロセス・シミュレーションやAIを活⽤、組織越えの全体最適を⾏う新たなシステムの社会
実装を進め、業務プロセスの再構築やサプライチェーンのデータ共有等を通じてGHG排出量削減を推進する。3. ISO14065に基づいてGHG排出量の検証を⾏っている事例など

 ISOやGHGプロトコル等における算定ルールでは、解釈の余地のある箇所や明記されていない事項があり、
企業が独⾃に算定⽅法を設定せざるを得ないため、異なる企業間でのグリーン製品の公平な選択が困難で
ある。また、複数の取引先からCFPを求められるような状況においては、異なる取引先から異なる⽅法に基づ
いた算定を求められることもある。

 ISOやGHGプロトコル等においては、実績値（⼀次データ）を⽤いることを必須としておらず、実務上、現在は
データベースの値（⼆次データ）を⽤いた算定が主流で、上流側の部素材の排出削減努⼒は必ずしも
CFPに反映されない。

 ⼀⽅で、国際的にはWBCSD1 が昨年11⽉、CFP算定にあたって⼀次データを使⽤するためのガイダンスと
なるPathfinder Frameworkを策定しており、FMCのような動きと相俟って、こうした⼿法に基づく製品の
評価が加速する可能性がある。

 国内においても、⼀次データに基づくCFP算定やデータ共有の在り⽅について検討する⺠間の動き2 がある
ところ、政府としても、サプライチェーン全体での排出削減が促進されるようなCFP算定やグリーン製品の調
達の仕組みを検討する必要がある。

 CFPの算定結果の検証については、ISOを取得して検証を⾏っている3事業者がいる⼀⽅で、必ずしもこうした
ルールに基づく検証が⾏われているとは限らず、算定結果の対外訴求⼒を検証機関の実績や認知度に依存
している場合もある。またISOの内容については、裁量の余地が⼤きいことや必要な能⼒が分かりにくいといっ
た課題も指摘されている。
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本検討会の⽬的とアウトプット
 本検討会においては、カーボンニュートラル実現のためのサプライチェーン全体での排出削減に

向けて、グリーン製品が選択されるような市場を創出し、我が国の成⻑に繋げていくために、
① 国内外のカーボンフットプリントを巡る状況を整理するとともに、そうした状況を踏まえて、我が

国企業のサプライチェーン全体での排出削減と製品・産業の競争⼒強化の観点から、参照
すべきルールを考察するとともに、CFPに関連する政策対応の⽅向性を明⽰するレポート
・・・ 「CFPレポート(仮称)」

② カーボンフットプリントの算定及び検証について、上記の観点から具体的に必要と考えられる
事項・枠組について整理し、それを満たすことで⼀定の確からしさを担保することができるガ
イドライン ・・・ 「CFPガイドライン(仮称)」

の２点について、検討を進める。
 なお、「CFPレポート（仮称）」は本検討会においてとりまとめ及び公表し、「CFPガイドライン（仮

称）」については、本検討会での議論も踏まえた上で、経済産業省及び環境省においてとりまとめ、
公表するものとする。
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本検討会の議論の範囲と想定するアウトプットについて
 本検討会では、主に製品単位のCO2排出量（カーボンフットプリント）の算定・検証及びその

活⽤について議論し、以下の範囲について取り扱うものとする。
 また、議論においては環境省における検討範囲も念頭におくものとし、想定する成果物である

「CFPガイドライン(仮称)」については、本検討会での議論も踏まえ、環境省との連名でとりまと
め・公表を想定。

算定（分野横断的なガイダンス）
検証
活⽤（主にSC内および官⺠調達を対象）

「CFPガイドライン(仮称)」の公表

算定（主に⾷品・アパレル・⽇⽤品等のBtoC製品）
表⽰・活⽤（同上）
削減

「CFPレポート(仮称)」のとりまとめ

モデル実証（⾃動⾞、化学品）
モデル実証（⾷品・アパレル・化粧品等）

経産省 環境省検討会の議論の範囲

これらの議論も踏まえた政府とりまとめ

※経済産業省・環境省名義での公表を想定

※本検討会名義での公表を想定

・事業者によるガイドラインに則した算定・検証・表⽰等
・ガイドラインに則して算定等されたグリーン製品の官⺠による調達
（グリーン購⼊法等に基づく公共調達、GXリーグ賛同企業などによる調達、等） 10

本検討会における
アウトプット



２．今後の検討の進め⽅と
アウトプットイメージ
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検討の進め⽅
 本検討会における検討は、下記のスケジュール案に沿った進め⽅としてはどうか。
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2022年9⽉22⽇ 第⼀回検討会 （本⽇）
テーマ: 「論点と検討の⽅向性」の提⽰

「CFPレポート」「CFPガイドライン」のイメージの提⽰

2022年10⽉27⽇ 第⼆回検討会
テーマ︓ GXリーグ賛同企業からの意⾒の紹介

「CFPレポート⾻⼦案」「CFPガイドライン⾻⼦案」について

2023年1⽉頃 第三回検討会
テーマ︓ モデル実証事業の結果報告

「CFPレポート案」及び「CFPガイドライン案」への意⾒募集について

2023年3⽉頃 第四回検討会
テーマ︓ 「CFPレポート案」及び「CFPガイドライン案」への意⾒募集を踏まえた内容の検討

レポート及びガイドラインの公表

GXリーグ賛同企業、
業界団体等との対話

（第⼀回〜第⼆回検討会と並⾏して実施）

※ 議論の内容は
事務局から全委員に共有

レポート案及びガイドライン案についての意⾒募集



CFPレポート(仮称)のイメージ

 CFPレポート(仮称)については、下記のような項⽬をベースに検討を進めてはどうか。
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１．はじめに 
• 本レポートの⽬的および位置づけ、対象とする読者の整理。 

２．カーボンフットプリントとは何か 
•  CO2排出量は、組織単位の算定に加え、1次データを活⽤したサプライヤによる製品単位の算定（CFP）が進展。
• CFPは、排出量の把握、データ共有、算定、検証、開⽰/主張、評価/活⽤、といった取組の構成要素がある
• 既存のルールとして、ISOやGHGプロトコルが存在。CFPの⽬的に応じた取組が必要。

３．カーボンフットプリントの必要性の拡⼤ 
• カーボンニュートラル実現に向けたサプライチェーン全体での排出削減の必要性とグリーン製品市場の創出の基盤整備としてのCFPの必

要性
• CFPを巡る近年の市場環境変化（規制、グリーン調達、SC内エンゲージメント、投資家対応、ブランディング等）
• 産業セグメントによって求められるCFPが異なる

４．CFPを取り巻く課題と取組の⽅向性 
• 横断的課題 /算定・検証ルールの課題、検証機関の課題
• 産業セグメント①（鉄鋼、化学等）/多排出産業としての削減必要性、顧客ニーズに応じた素材提供、先⾏したCFP取組
• 産業セグメント②（⾃動⾞、電機電⼦等）/SCエンゲージメント・排出量把握、1次データ連携、グローバル市場対応
• 産業セグメント③（アパレル、⾷品等）/ブランディング・マーケティング、膨⼤な製品数への対応、ラベル表⽰
• 産業セグメント④（中⼩企業）

５．今後に向けた政策の論点と課題
• SC全体でCFPを共有し、削減を進めていく流れを作るためには、公共調達を含めどのような政策対応が考えられるか。
• 公共調達において優先的に調達されるべき「グリーン製品」は、どのように定義されるべきか。
• サプライヤ側の1次データ算定は未だ途上であり、DXも活⽤した１次データ利活⽤の機運醸成と動機付けが必要ではないか。
• 中⼩サプライヤにとって、CFP算定・提供に対応するためのSC全体での取組や、初期投資⽀援が必要ではないか。
• 今後、検証ニーズが増加すると仮定した場合、検証機関の品質・キャパシティをどのように向上していくべきか。
• 脱炭素経営の中でCFPがどのように扱われるべきか。SBT、CDP開⽰、TCFDとの関係性や経営としての取組は。
• ⾒える化をどのように具体的な排出削減につなげていくべきか。

※検討会での議論を踏まえてとりまとめるものであり、現時点
でのイメージとして提⽰



CFPガイドライン(仮称)のイメージ
 CFPガイドライン(仮称)については、既存のルールも踏まえた上で、本検討会におけるCFPレポート

の議論と並⾏し、下記のような項⽬をベースに検討を進めてはどうか。
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１．本ガイドラインに関する基本的考え⽅ 

２．カーボンフットプリントに取り組む意義・⽬的

３． カーボンフットプリントの算定・検証

４．カーボンフットプリントの実践ガイド 

※算定・表⽰・活⽤に関する実践的なガイドブックを想定。

※記述内容については、環境省において議論・検討。

５．サプライチェーン全体でのカーボンフットプリントの削減に向けて（仮題）

※検討会での議論を踏まえて経産省と環境省でとりまとめるものであり、
本検討会でのレポートとりまとめに資するイメージとして提⽰



本⽇ご議論いただきたいこと
 事務局資料を参考にしつつ、下記のような論点について、ご議論いただきたい。
 CFPの算定・検証について、今後、国内外の様々なステークホルダーから、どのような要求・

ニーズが⾼まると考えられ、製品・産業の競争⼒にどのように関係するか。
 上記を踏まえれば、カーボンニュートラルの実現に向けてサプライチェーン全体での排出削減を

促進し、かつ、製品・産業の競争⼒を維持・強化するためには、CFPの算定・検証はどのよ
うに⾏われるべきか。現状の課題と今後の⽅向性は何か。
- サプライチェーン排出量の削減を推進するための１次データの活⽤の促進
- CFPの算定において、算定結果の精度と取組の困難度の間のトレードオフの関係（例︓

CFPの算定・活⽤⽬的に応じた必要⼗分な算定の粒度・⽅法、PCRに基づかない企業独
⾃の算定ルールでの取組など）

- 算定結果の“確からしさ”に対する検証について、検証の必要性や検証に求められる要件
 算定・検証されたCFPを活⽤して、グリーン製品が官⺠で優先的に調達されるようになるた

めには、どのような仕組みが考えられるか。その際の課題は何か。
- グリーン購⼊法等における特定調達品⽬の要件化
- GXリーグ賛同企業などによる⺠間のグリーン調達の促進
- CFPによる製品間⽐較が可能／不可能な場合における「グリーン製品」の絞り込みの⽅法

（例︓CFPを算定した上で、クレジットでオフセットした製品）
 「CFPレポート(仮称)」及び「CFPガイドライン(仮称)」の⽅向性に漏れや違和感がないか。
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